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令和元年度第１回医療の質・医療安全監査報告書

埼玉医科大学国際医療センター医療の質・医療安全監査委員会規則第３条に

則り実施した監査結果につき報告します。

監査は、担当業務責任者等からの報告及び質疑応答により実施しました。

記

１．国際基準および国内の医療法に則り適切に医療の質の向上、患者安全推進業

務が遂行されていることが理解できた。

２．第２回委員会時に指摘した項目に関し、中途のものもあるが、おおむね適切

に対応および改善がされていることが理解できた。

３．医療機器に関し、院内の情報伝達が非常に優れていることが理解できた。

４．医師の手指衛生遵守率の向上、報告活動の活性化をしていただきたい。

５．外来部門の手指衛生率を上げるための取り組みを実施していただきたい。

６．プライオリティに患者目線の要望を入れていただきたい。

７．次回確認したいことは以下の通りである。

（１）疑義照会に対するレスポンス率

（２）医療材料および医療器材の管理方法と主導者ついて

（３）QI の数値管理方法

（４）16 の病院改善プロジェクトについて

以上

 


